
藤沢市下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給に関する 

公募型指名競争入札実施要領 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件名 

藤沢市下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給 

 

（２）履行場所（仕様書 別紙１のとおり） 

藤沢市下水浄化センター等１１施設（浄化センター・ポンプ場） 

 

（３）用途・仕様（仕様書 別紙２のとおり） 

 

（４）予定契約電力及び予定使用電力量（仕様書 別紙３のとおり） 

ア 予定契約電力        ７,２２５kW 

イ 予定使用電力量  ２９,７３８,９４７kWh/年 

 

（５）履行期間 

２０２６年（令和８年）４月 １日  ０時００分から 

２０２７年（令和９年）３月３１日 ２４時００分まで（１年間） 

 

２ 入札参加資格に関する要件 

（１）当該契約の履行場所を含む区域における電気の供給について、電気事業法

（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づき、小売電気事業を

営もうとする者として経済産業大臣に登録し、事業を開始していること。 

 

（２）当該契約の履行場所における電気の供給について、受注者及びグループ会

社において、本実施要領１（４）に示す電力を供給できるだけの自社発電能

力を保有していること。 

 

（３）本入札の公告日から起算して過去５年間に、官公庁との間で、履行期間を

１年以上とする「電力の需給契約」の契約実績があること。 

 

（４）「かながわ電子入札共同システム」における令和７年度競争入札参加資格

者認定（以下「認定」という。）を「その他の物品」または「その他の燃料」

において藤沢市長から有効期間内の認定を受けていること。また、令和７年

度登録済みもしくは令和８年度登録の認定を受ける予定であること。 

 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 



 

（６）公表開始日以降に、藤沢市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく

指名停止を受けている期間がないこと。また、契約開始日までに指名停止処

分を受けた場合は、契約できないものとする。 

 

（７）公表開始日以降に、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更

生手続き開始の申立てをしている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをしている者でないこと。（更生

計画許可の決定又は再生手続き開始の決定を受けている者を除く。）ただし、

契約開始日までに当該申立てがあった場合は、契約できないものとする。 

 

（８）納付すべき国税及び地方税（藤沢市税を含む）に滞納がないこと。 

 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第３条又は第４条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団

等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として

使用する者でないこと。 

 

（10）藤沢市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）第２条に規定する暴力

団経営支配法人等ではないこと。 

 

３ 入札参加申込書の提出 

この入札への参加を希望する者は、次による申込みをしなければならない。 

（１）提出場所 

〒２５１-０００２ 藤沢市大鋸１,５００番地 

藤沢市 大清水浄化センター（管理棟 ２階 事務室） 

電話 ０４６６-８１-８８９９（直通） 

 

（２）提出期間 

２０２６年（令和８年）１月 ９日（金）から 

           １月１９日（月）午後５時まで 

※持参する場合の受付時間は、提出期間（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。 

 

（３）提出方法及び提出先 

本実施要領３（１）宛てに、持参又は郵送（書留、簡易書留、特定記録郵

便に限る。）により提出すること。郵送で提出する場合は、電話により大清

水浄化センターに対し書類の到着有無を確認すること。 

 



 

（４）提出書類 

ア 入札参加申込書（様式１）      １部 

イ 本実施要領２（１）に係る登録を確認できる書類     １部 

ウ 本実施要領２（２）に係る自社発電能力を確認できる書類  １部 

エ 本実施要領２（３）に係る実績を証する書類（契約書写し）  １部 

オ 納税証明書（３ヵ月以内に発行されたもの・写し可）  各１部 

次の国税及び地方税に関する納税証明書等（直近１ヵ年度分）を提出するこ

と。 

（ア）法人税、消費税及び地方消費税 

本店所在地を所管する税務署で発行するもの。免税事業者についても、

「未納の税額のないことの証明書」が発行されるので必ず提出すること。 

（イ）法人県民税、事業税 

神奈川県内に営業所がある場合は、神奈川県の県税事務所が発行するも

の。神奈川県内に営業所がない場合は、本店の所在する都道府県が発行す

るもの。 

（ウ）藤沢市の固定資産税（市内に事業所がない場合は不要） 

藤沢市が発行するもの。市内に事業所があるが、固定資産がない場合は、

無資産証明書を提出すること。 

（エ）藤沢市の法人市民税（市内に事業所がない場合は不要） 

藤沢市が発行するもの。 

 

４ 指名通知書の交付 

入札参加申込書を提出し、参加資格が認められた者には、次の交付期日まで

に指名通知書を交付する。なお、参加資格が認められない者に対しては特に通

知しない。 

（１）交付期日 

２０２６年（令和８年）１月２０日（火） 

（２）交付方法 

電子メールによる交付 

（入札参加申込書に記載のメールアドレスに対し送付する。） 

 

５ 入札参加資格の喪失 

参加資格が認められたものが、次のいずれかに該当するときは、この入札に

参加することができなくなる。 

 

（１）本実施要領２の（５）から（10）の各号のいずれかに該当する場合 

 

（２）入札参加申込書及び提出書類について虚偽の記載をした場合 



６ 入札の方法等 

（１）入札方法 

「藤沢市下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給に関する仕

様書」を参考に使用電気料金の総額及び各施設の電気料金を算出し、藤沢市

下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給入札書（様式３）及び入

札額内訳書（様式４）に記入し入札すること。 

 

（２）提出方法 

藤沢市下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給入札書（様式３）

及び入札額内訳書（様式４）は持参又は郵送（書留、簡易書留に限る。）によ

り提出すること。持参の場合は、本実施要領６（６）に記載の日時・場所に

提出し、郵送の場合は、本実施要領６（６）に記載の日時までに、本実施要

領３（１）へ提出し、電話により大清水浄化センターに対し書類の到着有無

を確認すること。 

 

（３）消費税及び地方消費税の取扱 

当該入札金額に係る消費税及び地方消費税については、消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、現行の税率を適用した上で入

札金額を算出することとする。 

 

（４）入札書及び入札額内訳書 

入札書は様式３を使用し、入札額内訳書については様式４を使用すること。

ただし、入札者の代理人が提出する場合は、入札者の記名及び代理人の記名

押印が必要になるほか、入札者からの委任状（様式５）の提出が必要となる。

なお、開札当日に立会わない場合は、委任状（様式５）の提出は不要とする。 

 

（５）開札立会に関する事項 

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とする。ただし、代理人が立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札立会に関する権限の委任を受ける

こと。なお、委任状（様式５）については事前に提出すること。 

 

（６）提出日時及び場所 

ア 提出日時  

２０２６年（令和８年）１月２６日（月） 午前１０時 

イ 提出場所 

〒２５１-０００２ 藤沢市大鋸１,５００番地 

藤沢市 大清水浄化センター（管理棟 ２階 事務室） 

電話 ０４６６-８１-８８９９（直通） 

 



（７）入札保証金 

藤沢市契約規則第５条及び第１４条の規定に基づくものとする。 

 

（８）開札の日時及び場所 

ア 開札日時  

２０２６年（令和８年）１月２６日（月） 午前１０時 

イ 開札場所 

〒２５１-０００２ 藤沢市大鋸１,５００番地 

藤沢市 大清水浄化センター（管理棟 ２階 大会議室） 

電話 ０４６６-８１-８８９９（直通） 

 

（９）落札者の決定方法 

藤沢市契約規則第６条の規定に基づき決定した予定価格以下の価格で、か

つ最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 

（10）再入札 

落札者がいない場合、再入札は行いません。 

 

（11）入札の無効 

ア 藤沢市契約規則第１０条に規定する各号のいずれかに該当する場合、入札

を無効として扱う。 

イ 藤沢市下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給入札書（様式３）

に記載の総価金額と、入札額内訳書（様式４）各月の契約電力及び予定使用

電力量に各単価を乗じて算出した金額の合計額に相違がある場合は、その入

札について無効として扱う。 

ウ 入札額内訳書の計算に誤りがある場合若しくは本実施要領６（６）に記載

の日時までに未到達（不着）の場合は、無効とする。 

エ 指定された入札方法以外の方法で提出されたものは無効とする。 

 

７ 入札の辞退 

入札を辞退する場合は、本実施要領６（２）の方法により辞退届（任意書

式）を提出すること。なお、本実施要領６（６）に記載の日時までに入札書

が未到達（不着）の場合は、辞退と同様の取扱いとする。 

 

８ 契約保証金 

藤沢市契約規則第２８条及び第２９条の規定に基づくものとする。 

 

 

 



９ 仕様等に関する質問について 

（１）問い合わせ先 

〒２５１-０００２ 藤沢市大鋸１,５００番地 

藤沢市 大清水浄化センター（管理棟 ２階 事務室） 

電話 ０４６６-８１-８８９９（直通） 

 

（２）質問受付期間 

２０２６年（令和８年）１月 ９日（金）から 

           １月１５日（木）午後５時まで 

 

（３）質問方法 

本実施要領に添付の質問書（様式２）により、電子メールで送付するとと

もに、電話連絡により当該質問の要旨を説明すること。 

【電子メール】fj-osimizu-j@city.fujisawa.lg.jp 

 

（４）質問に対する回答 

２０２６年（令和８年）１月１６日（金）までに、当該入札に係る市ホー

ムページ上で回答する。 

 

１０ その他 

（１）当該入札は、本実施要領に定めるもののほか、藤沢市契約規則に定めると

ころによる。 

 

（２）その他、問い合わせ等の窓口は、本実施要領３（１）と同様とする。 

 

（３）当該契約については、令和８年度予算の議決をもって成立するものとする。 

 

（４）添付書類等 

ア 入札参加申込書（様式１） 

イ 質問書（様式２） 

ウ 藤沢市下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給 

入札書（様式３） 

エ 入札額内訳書（様式４） 

オ 委任状（様式５） 

カ 設計書 

キ 藤沢市下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給に関する 

契約書(案) 

 

 



ク 藤沢市下水浄化センター等１１施設で使用する電力の需給に関する 

仕様書 

別紙１ 藤沢市下水浄化センター等１１施設（浄化センター・ポンプ場） 

別紙２ 基本情報 

別紙３ 令和８年度契約電力・予定使用電力量一覧 

別紙４ 内訳書 

 

（５）談合その他不正行為に関する情報やその他特別な事情により、この入札を

中止若しくは延期する場合において、申請者が受けた損失については、本市

は一切の補償を行わない。 

以  上 


